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平成３０年１月２５日判決言渡  

平成２９年（行ケ）第１０１５４号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年１１月２２日 

判 決 

 

原 告 株 式 会 社 み や び 

 

 

被 告 特 許 庁 長 官 

指 定 代 理 人 冨 澤 武 志 

 田 中 幸 一 

 板 谷 玲 子 

主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 特許庁が不服２０１６－１２８４７号事件について平成２９年６月８日にし

た審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等 

(1) 原告は，平成２７年２月１３日，別紙記載１（１）の商標（以下「本願商

標」という。）について，指定商品を第３０類「洋菓子，和菓子，食パン」

として，商標登録出願をした（商願２０１５－１７１３５号。甲１）。 

(2) 原告は，上記商標出願に対して，平成２８年６月７日付けで拒絶査定を受

けたので，同年８月９日，拒絶査定に対する不服の審判を請求した（不服２
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０１６－１２８４７号。甲４，５，乙１４）。 

(3) 特許庁は，平成２９年６月８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」

とする審決をし，その謄本は同年７月２日に原告に送達された。 

(4) 原告は，平成２９年７月２５日，審決の取消しを求めて本件訴訟を提起し

た。 

２ 審決の理由の要旨 

審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本願商

標は，別紙記載２の登録商標（以下「引用商標」という。）と類似する商標で

あり，かつ，本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは，同一又は類似す

るものであるから，商標法４条１項１１号に該当し，商標登録を受けることが

できない，というものである。 

第３ 原告主張の取消事由 

 その主張内容は必ずしも判然としないが，原告提出の第１準備書面（平成２

９年９月６日付け）及び第２準備書面（反論書）（同年１１月２２日付け）に

よれば，次のとおり主張するものと善解できる。 

１ 本願商標の認定に関し 

 審決が認定した本願商標は，原告が審理再開を申し立てる前（補正前）の商

標であって，正しい本願商標ではない。正しくは，原告が審理再開申立時に補

正した別紙記載１（２）の商標（別紙記載１（１）の商標から「ＤＡＮＩＳＨ 

ＢＲＥＡＤ」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の各文字を削除したもの）が本願商標とし

て扱われるべきである。したがって，審理再開申立て前（補正前）の本願商標

をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には誤りがある。 

なお，審理再開申立書（甲８）添付の本願商標に「高級デニッシュ食パン『み

やび』」の表示があるのは誤記であって，その後に提出した書証（甲９）に記

載されている商標（別紙記載１（２）の商標）が正しい本願商標である。 

２ 本願商標と引用商標との類否判断に関し 
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本願商標は，大きく「雅」という漢字一文字で「みやび」と読むのに対し，

引用商標は，ローマ字で左から右に「みやび」と読むのであって，漢字を中心

とする本願商標とローマ字を中心とする引用商標とでは，明らかに外観（構成）

が異なっている。 

また，両商標の間には，引用商標では「ＭＩＹＡＢＩ」の上にローマ字で「Ｇ

ＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」と表記されているのに

対し，本願商標では地域も異なる「ＯＳＡＫＡ」のみがローマ字表記であるこ

と，引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」は単なる商品名にすぎないのに対し，本願商

標の「雅」は社名と同一の商品名を表示するものであって，その意味合いが全

く異なることといった違いも存する。 

以上を踏まえて離隔的観察を行えば，出所の誤認混同が生じることはあり得

ず，本願商標と引用商標の類似性を認めた審決の認定判断には誤りがある。 

３ 特許庁が審理再開の申立てを認めなかったことに関し 

 原告は，審理再開の申立てが認められなかったため，本願商標の補正を行う

ことができなかった。本来であれば，当初の本願商標（別紙記載１（１）の商

標）ではなく，補正後の本願商標（別紙記載１（２）の商標）が審判の対象（類

否判断の対象）とされるべきであって，原告の審理再開申立てを認めなかった

こと自体が不当である。  

第４ 被告の反論 

 審決の認定判断は正当であって，審決に取り消されるべき違法はない。その

理由は次のとおりである。 

１ 商標法４条１項１１号該当性について 

(1) 本願商標について 

本願商標は，右方向に徐々に細くなるように描かれた水平直線の上に，筆

文字風の書体で大きく「雅」の文字を書し，当該文字の偏の上部に小さな「Ｏ

ＳＡＫＡ」の文字，「雅」の文字の右側に，「ＤＡＮＩＳＨ ＢＲＥＡＤ」
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の文字と，当該文字列の幅に収まるように，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字を上下

二段に併記し，そして，「雅」の文字部分を左側から覆うように，右方向に

傾斜した穂を付けた植物と思しき図形を配してなる結合商標である。 

 そして，本願商標の構成中，「ＯＳＡＫＡ」の文字部分は，地名である「大

阪」を，また，「ＤＡＮＩＳＨ ＢＲＥＡＤ」の文字部分は，「デニッシュ

パン」（乙３，４）の意味合いを容易に認識させるものであるから，本願商

標の指定商品との関係では，それぞれ，商品の産地又は販売地，並びに，商

品の普通名称を想起させるものであり，商品の出所識別標識としての機能を

果たし得ない部分といえる。また，穂を付けた植物と思しき図形部分は，本

願商標の指定商品との関係では，商品の原材料である麦の穂（乙５～７）を

想起させるものであるから，商品の出所識別標識としての機能は極めて弱い

ものといえる。さらに，下部の水平直線部分は，極めて単純な態様であり，

看者の注意を惹くものとはいえない。 

 他方，本願商標の構成中の「雅」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，「優

美で上品なこと」等の意味合いを有する語（乙８）の漢字表記又はローマ字

表記であって，本願商標の指定商品との関係で，商品の品質等を想起させる

ものではない。また，「雅」の文字部分は，他の構成要素と比較しても，と

りわけ大きく目立つ態様で表され，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分もそれに次

ぐ大きさで表されている。 

 以上からすれば，本願商標は，その構成中，最も大きく顕著に表された「雅」

の文字部分，並びに，そのローマ字表記である「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分

が，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を

与えるといえるから，当該文字部分を要部として分離，抽出し，他人の商標

（引用商標）と比較して，商標の類否を判断することが許されるものといえ

る。 

 そうすると，本願商標からは，その構成中の要部である「雅」及び「ＭＩ
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ＹＡＢＩ」の文字部分に相応して，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこ

と」の観念を生じるということができる。 

(2) 引用商標について 

引用商標は，水平直線の上に，筆文字風の書体で大きく「ＭＩＹＡＢＩ」

の文字を書し（「Ｍ」及び「Ａ」の文字の一部は水平直線と交わっている。），

その「ＭＩ」の文字部分の上部に「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」の文字を，下部

に「究極の食パン」の文字を，「ＢＩ」の文字部分の上部に「ＧＩＮＺＡ／

ＴＯＫＹＯ」の文字を，下部に「みやび」の文字を，それぞれ配してなる結

合商標である。 

 そして，引用商標の構成中，「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ

／ＴＯＫＹＯ」の文字部分は，それぞれ地名である「祇園／京都」及び「銀

座／東京」を容易に認識させることから，引用商標の指定商品との関係では，

商品の産地又は販売地を想起させ，また，「究極の食パン」の文字部分は，

商品（食パン）の品質の誇称表示と認識させるものであるから，商品の出所

識別標識としての機能を果たし得ない部分といえる。また，水平直線部分は，

極めて単純な態様であり，看者の注意を惹くものとはいえない。 

 他方，引用商標の構成中の「ＭＩＹＡＢＩ」及び「みやび」の文字部分は，

「優美で上品なこと」等の意味合いを有する語（乙８）のローマ字表記又は

平仮名表記であって，引用商標の指定商品との関係で，商品の品質等を想起

させるものではない。また，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，他の構成要素

と比較しても，とりわけ大きく目立つ態様で表されている。 

 以上からすれば，引用商標は，その構成中，最も大きく顕著に表された「Ｍ

ＩＹＡＢＩ」の文字部分，並びに，その平仮名表記である「みやび」の文字

部分が，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印

象を与えるといえるから，当該文字部分を要部として分離，抽出し，他人の

商標（本願商標）と比較して，商標の類否を判断することが許されるものと
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いえる。 

 そうすると，引用商標からは，その構成中の要部である「ＭＩＹＡＢＩ」

及び「みやび」の文字部分に相応して，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品

なこと」の観念を生じるということができる。 

(3) 本願商標と引用商標との類否 

本願商標の要部と引用商標の要部とを比較すると，外観においては，漢字，

平仮名及びローマ字という文字種を異にするところがあるものの，商標の使

用においては，商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で文字種を相互

に変換して表記したり，デザイン化したりすることが一般的に行われている

取引の実情があること（乙６，７，９～１３）に鑑みれば，両者における文

字種の相違が，看者に対し，出所識別標識としての外観上の顕著な差異とし

て強い印象を与えるとはいい難い。また，両者の構成中最も大きく書された

本願商標の「雅」及び引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字が共に筆文字風の

書体で書されていること，並びに，両者が「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分のつ

づり字を共通にすることも併せ考慮すると，これに接した取引者，需要者に

対し，外観上近似した印象を与える場合もあるといえる。 

 また，両者は，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を共通

にするものである。 

 したがって，両者の外観上の相違が称呼及び観念の同一性を凌駕するほど

の差異として，取引者，需要者に認識されるとはいい難く，外観，称呼及び

観念の要素を総合勘案すれば，本願商標と引用商標とは，互いに紛れるおそ

れのある類似の商標ということができる。 

 また，本願商標の指定商品は，引用商標の指定商品と同一又は類似のもの

を含むものである。 

(4) 小括 

以上のとおり，本願商標は，引用商標と類似する商標であり，かつ，引用



 

 7 

商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから，

商標法４条１項１１号に該当する。 

２ 原告の主張について 

(1) 本願商標の認定に関し 

審判請求人は，商標登録出願事件が審判に係属している場合には，当該事

件の手続の補正をすることができるところ（商標法６８条の４０第１項），

原告は，本願商標について「ＤＡＮＩＳＨ ＢＲＥＡＤ」及び「ＭＩＹＡＢ

Ｉ」の文字を削除したかのような主張をする。しかし，本願の手続において

願書に記載された商標を補正する手続補正書（商標法施行規則１６条）の提

出は見当たらず，本願商標の補正はされていないから，審決が願書に記載さ

れた商標を本願商標として認定した点について何ら違法はなく，原告の主張

は，その前提を欠く。 

また，本願商標についての原告の主張は判然とせず，かつ，原告は，審判

請求書には，本願商標の構成から「雅」以外の全ての文字部分をなくした図

面（乙１４）を添付し，審理再開申立書には，審判請求書添付の図面に係る

商標の構成に「ＯＳＡＫＡ」及び「高級デニッシュ食パン『みやび』」の文

字を追加した図面（甲８）を添付し，さらに，原告第１準備書面には，審理

再開申立書添付の図面に係る商標の構成から「高級デニッシュ食パン『みや

び』」の文字をなくした図面（甲９）を添付（引用）しており，同一の図面

は存しない。 

なお，商標法６８条の４０第１項に基づき，商標登録出願事件が審判に係

属しているときに手続の補正がされた場合，願書に記載した商標登録を受け

ようとする商標等についてした補正がその要旨を変更するものであるときは，

審判官は，決定をもってその補正を却下しなければならない（商標法５５条

の２第３項で準用する同法１６条の２第１項）。そして，例えば，本願商標

の構成中の要部の一つである「ＭＩＹＡＢＩ」の文字を削除するような手続
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補正書を提出した場合，その手続補正書は，要旨を変更するものとして却下

となる可能性がある。 

以上からすれば，本件に係る類否判断は飽くまで願書に記載された態様か

ら成る本願商標（別紙記載１（１）の商標）についてなされるべきであって，

この点に関する原告の主張は失当である。 

(2) 本願商標と引用商標との類否判断に関し 

前記のとおり，引用商標の構成中の「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩ

ＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字部分並びに本願商標の構成中の「ＯＳＡＫＡ」

の文字部分は，それぞれ地名である「祇園／京都」及び「銀座／東京」並び

に「大阪」を容易に認識させ，本願商標及び引用商標の指定商品との関係で

は，商品の産地又は販売地を想起させるものであるから，商品の出所識別標

識としての称呼及び観念が生じない。そして，引用商標の構成中の要部の一

つである「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分からは，「ミヤビ」の称呼及び「優美

で上品なこと」の観念を生じる一方，本願商標の構成中の要部の一つである

「雅」の文字部分からも，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観

念を生じるから，両者の称呼及び観念は同一であり，かつ，外観上も，その

相違が出所識別標識としての顕著な差異として強い印象を与えるとはいい難

く，近似した印象を与える場合もある。 

さらに，出願商標が商標法４条１項１１号に該当するか否かを判断するに

当たっては，対比される両商標の外観，称呼，観念等によって，取引者，需

要者に与える印象，記憶，連想等を総合し，その指定商品に係る取引の実情

を踏まえて全体的に考察すべきであるところ，商標の構成中の文字が社名又

は商品の名称に由来するとしても，そのことのみを根拠に，両商標が混同の

おそれがないということはできない。 

審決は，本願商標の要部と引用商標の要部とを外観，称呼，観念の３要素

において比較し，総合勘案した結果，本願商標と引用商標とは，互いに紛れ
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るおそれのある類似の商標と判断したものであって，本願商標と引用商標と

を離隔的観察をした場合，両者は類似する商標といえる。 

したがって，この点に関する原告の主張も失当である。 

(3) 特許庁が審理再開の申立てを認めなかったことに関し 

審理再開申立書における原告の主張は，それまでの手続において主張して

いた本願商標と引用商標との外観上の相違を述べ，「商品あるいは製品も価

格や製品表示も相違している」から「混同や類似することはない」と述べる

ものにすぎない。 

また，前記のとおり，本願の手続において願書に記載された商標を補正す

る手続補正書の提出は見当たらず，本願商標の補正はされていない。 

そして，審判長は，審理再開申立書における原告主張に対し，本願商標の

指定商品「洋菓子，和菓子，食パン」を取り扱う業界においては，様々な価

格帯の商品がごく普通に販売されており，その取引者，需要者は，様々な価

格帯の商品から自由に選択，購入することが可能なことから，価格等で区別

することが商標の類否判断において参酌されるべき指定商品全般についての

一般的・恒常的な取引の実情と認めることはできないこと，本願商標と引用

商標とが類似し，その指定商品も同一又は類似することから，審理を再開す

べき理由は認められないと判断し，本件審判事件に係る審理の再開を行わな

いこととしたのである。 

したがって，その判断及び手続に何ら違法はなく，この点に関する原告の

主張も失当である。 

第５ 当裁判所の判断 

１ 本願商標の認定について 

 原告は，本件審判手続における審理再開申立てに際し，別紙記載１（１）の

本願商標を別紙記載１（２）のとおり補正した（「ＤＡＮＩＳＨ ＢＲＥＡＤ」

及び「ＭＩＹＡＢＩ」の各文字を削除した）から，かかる補正後の商標が本願
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商標として扱われるべきであり，審理再開申立前（補正前）の本願商標をもっ

て引用商標との対比に供した審決の認定判断には誤りがある旨主張する。 

 しかしながら，商標登録出願の手続において，手続の補正は，手続の明確化

を図る趣旨から手続補正書を提出することによって行わなければならないもの

とされており（商標法７７条２項，特許法１７条４項），このことは，出願に

係る商標の構成の変更についても例外ではない。 

 しかるところ，原告は，審理再開申立てに際し，何らその旨の手続補正書を

提出していない（原告自身，その主張をしておらず，また，その事実を認める

に足る証拠もない。）のであるから，その余の点について判断するまでもなく，

原告の主張は失当である。 

 なお，原告が提出した審理再開申立書（甲８）には，原告が補正後と主張す

る商標（ただし，その下部に「高級デニッシュ食パン『みやび』」の文字が配

されており，厳密には原告が補正後と主張する商標とは構成が異なる。）が本

願商標として添付されているが，同申立書は（形式的には）飽くまで審理再開

を求める申立書であって手続補正書ではないし，その記載内容をみても，出願

に係る商標の構成を変更する旨の記載は一切ないのであるから，かかる審理再

開申立書の提出をもって出願に係る商標の構成を変更する旨の手続補正が行わ

れたものとして扱うことはできない。また，審判請求書（乙１４）には，原告

が補正後と主張する商標の写真（ただし，「ＯＳＡＫＡ」の文字が欠けている

点において，厳密には原告が補正後と主張する商標とは構成が異なる。）が添

付されており，かつ，本願商標が登録されるべき理由として「本願商標は，『雅』

の文字からなる」ものであるとの記載があることからすると，原告は，本願商

標が補正後のもの（と原告が主張するもの）であることを前提として審判請求

を行っているように思われないではないが，同書面は，その表題が手続補正書

ではないことはもとより，手続補正を行う旨の記載も全くないのであるから，

手続の明確化という上記の観点に照らしても，同書面の提出によって手続補正
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が行われたと善解することは相当ではない。そして，後述のとおり，本願商標

のうち「雅」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分が要部であると認められること

からすると，後者を削除する補正は要旨の変更に当たり不適法と解されるから，

審判合議体において，原告に対し，不適法な手続補正を行わせるために，審判

請求書の記載は手続補正の趣旨であるかどうか釈明を求める必要もなかったも

のと解される。 

 したがって，本願商標は，飽くまで願書に添付された本願商標（別紙記載１

（１）の商標）をもって認定されるべきであり，この点に関する審決の認定判

断に誤りがあるとは認められない。 

２ 類否の判断について 

商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に，

商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであ

るが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等

によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，

しかも，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況

に基づいて判断するのが相当である（最三小判昭和４３年２月２７日民集２２

巻２号３９９頁参照）。 

また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部

分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分

的に結合しているものと認められる場合には，その構成部分の一部を抽出し，

この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，

原則として許されないが，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品

又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場

合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認め

られる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標

そのものの類否を判断することも許されるものと解される（最一小判昭和３８
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年１２月５日民集１７巻１２号１６２１頁，最二小判平成５年９月１０日民集

４７巻７号５００９頁，最二小判平成２０年９月８日集民２２８号５６１頁参

照）。 

３ 本願商標について 

(1) 本願商標は，①右方向に徐々に細くなるように描かれた水平の直線と，②

その上に筆文字風の書体で太く大きく書かれている「雅」の漢字一文字と，

③当該漢字の偏である「牙」の部分の上に小さく書かれている「ＯＳＡＫＡ」

の文字と，④「雅」の文字の右側にその４分の１ほどの高さで上下二段に均

等幅で配置されている「ＤＡＮＩＳＨ ＢＲＥＡＤ／ＭＩＹＡＢＩ」の文字

（ただし，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字の方が個々の字が大きい）と，⑤水平の

直線の左端付近から「雅」の文字を覆うように右に傾斜して配されている麦

の穂のような植物の図形とから成るものである。 

(2) 上記構成中，上記③の「ＯＳＡＫＡ」の文字部分は，地名である「大阪」

を表すものであり，上記④の文字列のうち上段の「ＤＡＮＩＳＨ ＢＲＥＡ

Ｄ」の文字部分は，デンマークパンを表す「デニッシュ」又は「デニッシュ 

ペストリー」を容易に認識させるものである（乙３，４）。したがって，い

ずれも，本願商標の指定商品との関係では，商品の産地又は販売地，あるい

は，商品の普通名称を想起させるものであって，商品の出所識別標識として

の機能を果たさない。 

 また，上記⑤の麦の穂のような植物の図形は，本願商標の指定商品との関

係では，商品の原材料（小麦等）を想起させることが明らかであって（乙５

～７），見る者に対し，商品の出所識別標識として強い印象を与えることは

ない。 

 さらに，上記①の水平の直線部分は，極めて単純な形態であって，それ自

体何ら商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。 

(3) これに対し，上記②の「雅」の文字部分と上記④の文字列のうち下段の「Ｍ
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ＩＹＡＢＩ」の文字部分は，共に「優美で上品なこと」（乙８・広辞苑第６

版）を意味する語の漢字表記又はローマ字表記であって，本願商標の指定商

品の品質，内容等を直接表示するものではない。また，「雅」の文字部分は

他の構成要素と比較して一際大きく力強い筆跡で表示されており，「ＭＩＹ

ＡＢＩ」の文字部分も他のローマ字より大きく目立つ態様で表示されている

ものである。そうすると，本願商標のうち，上記②の「雅」の文字部分と上

記④の文字列のうち下段の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，両者相まって，

取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え

るものということができ，当該文字部分だけを要部として抽出し，引用商標

と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 

したがって，本願商標からは，「雅」ないし「ＭＩＹＡＢＩ」の各文字部

分に相当する「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」という観念が生じ

得るというべきである。 

４ 引用商標について 

(1) 引用商標は，①細く均等の幅で描かれた水平の直線と，②その上に筆文字

風の書体で太く大きくやや上下に互い違いになるように書かれた「ＭＩＹＡ

ＢＩ」の文字（ただし，その一部の字が水平の直線と交わるように配置され

ている）と，③「ＭＩ」の文字部分の上部に小さな文字で配置された「ＧＩ

ＯＮ／ＫＹＯＴＯ」の文字列と，④同下部に小さな文字で配置された「究極

の食パン」の文字と，⑤「ＢＩ」の文字部分の上部に小さな文字で配置され

た「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字列と，⑥同下部に小さな文字で配置さ

れた「みやび」の文字とから成るものである。 

(2) その構成中，上記③の「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び上記⑤の「ＧＩＮＺ

Ａ／ＴＯＫＹＯ」の各文字列は，それぞれ地名（すなわち，商品の産地又は

販売地名）である「祇園／京都」及び「銀座／東京」を想起させるにすぎず，

上記④の「究極の食パン」の文字部分も，商品の品質を誇張したにすぎない
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から，いずれも商品の出所識別標識としての機能を果たさない。 

また，上記①の水平の直線部分は，極めて単純な形態であって，それ自体

何ら商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。 

(3) これに対し，上記②の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分と上記⑥の「みやび」

の文字部分は，共に「優美で上品なこと」（乙８・広辞苑第６版）を意味す

る語のローマ字表記又は平仮名表記であって，引用商標の指定商品の品質，

内容等を直接表示するものではない。また，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，

他の構成要素と比較しても一際大きく目立つ態様で表示されており，「みや

び」の文字部分もその読みを表示しているものと認識できる。 

  そうすると，引用商標のうち，上記②の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分と上

記⑥の「みやび」の文字部分は，両者相まって，取引者，需要者に対し，商

品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ，

当該文字部分だけを要部として抽出し，引用商標と比較して商標の類否を判

断することも許されるというべきである。 

  したがって，引用商標からは，「ＭＩＹＡＢＩ」ないし「みやび」の各文

字部分に相応する「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」という観念が

生じ得るというべきである。 

５ 本願商標と引用商標の類否について 

 本願商標と引用商標の要部について対比すると，外観こそ，本願商標は大き

い漢字の「雅」と小さいローマ字の「ＭＩＹＡＢＩ」から成り，引用商標は大

きいローマ字の「ＭＩＹＡＢＩ」と小さい平仮名の「みやび」から成るという

文字種の違いがあるものの，その称呼（ミヤビ）及び観念（優美で上品なこと）

は完全に同一である。 

 また，外観についても，商標の使用において，商標の構成文字を同一の称呼

が生じる範囲内でローマ字を平仮名，片仮名，漢字表記にしたり，あるいは，

その逆にしたりという文字種の変換はごく普通に行われていることであり，こ
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のことは，指定商品が共通する「食パン」においても例外ではない（乙６，７，

９～１３）。したがって，漢字かローマ字かという文字種の違いは，両商標の

類否を判断する上でさしたる相違であるとは認められない。むしろ，本願商標

と引用商標とでは，一番大きく表示されていて見る者の目を惹く部分である，

本願商標の「雅」の文字部分と引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分が共に

似たような筆文字風の書体で表示されており，この点は，離隔的観察を前提と

すれば，取引者，需要者に対し近似する印象を与えるということもできる。 

 さらに，指定商品が共通する「食パン」は，パン屋やスーパーマーケット等

で販売される日用の食品であって，通常はそれほど注意深く商品を観察した上

で購入したり取引されたりするものではない。 

以上のことを総合考慮すれば，本願商標と引用商標の外観上の相違はそれほ

ど大きいものではなく，称呼及び観念の共通性や，上記取引の実情等を踏まえ

れば，本願商標と引用商標とは互いに出所について誤認混同を生ずるおそれが

ある類似の商標であるということができる。 

したがって，これと同旨をいう審決の認定判断は相当であり，この点に判断

の誤りがあるとは認められない（なお，仮に原告が主張する別紙記載１（２）

の商標〔補正後の商標〕をもって引用商標と対比したとしても，その要部認定

は変わらないから，結局，類否判断についての結論も変わらない。よって，そ

の意味でも審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。）。 

６ 原告の主張について 

(1) 原告は，本願商標は，大きく「雅」という漢字一文字で「みやび」と読む

のに対し，引用商標は，ローマ字で左から右に「みやび」と読むのであって，

漢字を中心とする本願商標とローマ字を中心とする引用商標とでは，明らか

に外観（構成）が異なっている旨主張する。 

しかしながら，そもそも原告の主張は本願商標とは構成が異なる別紙記載

１（２）の商標を前提とするものである点において失当であるし，この点を
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措くとしても，漢字かローマ字かという文字種の違いが両商標の類否を判断

する上でさしたる相違と認められないことは前記のとおりであるから，原告

の主張はやはり失当である。 

(2) 原告は，本願商標と引用商標との間には，引用商標では「ＭＩＹＡＢＩ」

の上にローマ字で「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」

と表記されているのに対し，本願商標では地域も異なる「ＯＳＡＫＡ」のみ

がローマ字表記であること，引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」は単なる商品名に

すぎないのに対し，本願商標の「雅」は社名と同一の商品名を表示するもの

であって，その意味合いが全く異なることといった違いも存する旨主張する。 

しかしながら，そもそも引用商標における「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び

「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字部分や，本願商標における「ＯＳＡＫＡ」

の文字部分はいずれも商標の構成における要部ではないから，これらの部分

に着目して外観等の相違を指摘しても両商標の類否判断においては意味がな

い。また，両商標の類否を判断する上で文字種の違いが必ずしも重要な相違

といえないことは前記のとおりであるから，本件においては，ローマ字か否

かを問題にしてもやはり意味がない。さらに，本願商標の「雅」が原告の社

名に由来するとしても，そのことが直ちに取引者，需要者によって認識され

るとは限らないから，この点も本願商標から生じる観念の認定や引用商標と

の類否判断に直ちに影響を与えるものではない（なお，「雅」の文字が直ち

に原告の社名を想起させるほど，原告や原告商品が取引者及び需要者の間で

著名であると認めるに足る証拠は全くない。）。 

したがって，上記原告の主張も失当である。 

(3) 原告は，本願商標と引用商標との対比について，離隔的観察を行えば，出

所の誤認混同が生じることはあり得ないとも主張する。 

しかしながら，離隔的観察は時と場所とを異にして両商標を観察する方法

であり，指定商品が共通する「食パン」は，パン屋やスーパーマーケット等
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で販売される日用の食品であって，通常はそれほど注意深く商品を観察した

上で購入したり取引されたりするものではないといった前記の事情も踏まえ

れば，出所の誤認混同が生じることは十分あり得ることといえる。 

  したがって，この点に関する原告の主張も失当である。 

７ 特許庁が審理再開の申立てを認めなかった点について 

 原告は，審理再開の申立てが認められなかったため，本願商標の補正を行う

ことができなかったとして，特許庁が審理再開の申立てを認めなかったこと自

体が不当であると主張する。 

しかしながら，原告が特許庁に提出した審理再開申立書（甲８）に記載され

ているのは，要するに，両商標については，外観上の相違（英字か漢字か）や

（商標が付される）商品の価格の相違等から，出所の誤認や混同等を生ずるお

それがないので，本願商標の登録出願が認められるべきであるということにと

どまり，出願に係る商標の構成を変更することについては，一切記載がない。 

また，仮に上記審理再開申立てが本願商標の構成の変更（補正）を前提とす

るものであったとしても，補正前の本願商標と補正後の商標（別紙記載１（２）

の商標）とで要部認定や類否判断の結論が変わらないことは前記のとおりであ

るから，かかる補正は拒絶理由を解消するものではない。 

したがって，いずれにしても，審判長が審理再開を認めなかったことについ

て違法不当があるとは認められず，この点に関する原告の主張も失当である。 

８ 結論 

 以上の次第であるから，原告の主張はいずれも理由がなく，審決に取り消さ

れるべき違法があるとは認められない。 

 よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。 

 

知的財産高等裁判所第３部 
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     寺   田   利   彦 

 

 

 

裁判官                      

     間   明   宏   充  
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（別紙） 

１ 本願商標 

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 
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２ 引用商標 

 

登録番号 登録第４２５２２６１号 

商標の構成 

 

 

 

指定商品 第３０類「食パン」 

出願日 平成９年４月１８日（商願平９－１０７９５１） 

登録日 平成１１年３月１９日 

 

 

 


